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内職商法業者 株式会社マインに対する業務停止命令について

平成１４年１０月１１日

経 済 産 業 省

【ポイント】

． 、 、 、１ 経済産業省は １０月８日付けで いわゆる内職商法を営む株式会社マインに対し

「特定商取引に関する法律 （特定商取引法）第５７条第１項に基づき、同社の業務」

の一部を停止するよう命じました。

． 、 、 、２ 同社は パソコンのデータ入力 テープ起こし等の在宅業務をあっせんするとして

その業務に必要なノウハウ等を身に付けるための学習教材の販売等を行っていました

が、在宅業務によって得られる収入の水準や、在宅業務を受けられる可能性について

著しく有利であると誤認させるような広告を行うなど特定商取引法に違反する行為を

行っていたことから、当省は、去る７月１８日付けで、広告の内容を是正する等、業

務を改善するよう指示を行い、その旨公表（７月２２日）をしたところです。

３． しかし、その後、同社は、十分にその業務を改善しないまま不適切な広告を配布し

て、新たな契約の締結を行っており、上記指示に従っていないことが明らかとなった

ので、今回、より厳しい行政処分である業務停止命令を行い、その旨公表するもので

す。

業務停止命令の内容は、広告の掲載、新規の契約の締結等に係る業務を１か月停止

すべきことを命ずるものです。

４． 当省としては、今後とも、特定商取引法に違反する事業者に対しては、厳正に対処

していくこととしています。

本件に関する問い合わせ先

経済産業省商務情報政策局商務流通グループ消費経済対策課
（山下、関）

電話 （代表）０３－３５０１－１５１１
（内線）４２９１～４２９５
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株式会社マインに対する業務停止命令の概要

１．事業者の概要等

（１）業務停止命令の対象事業者の名称等：

名称：株式会社マイン

代表者：加茂正志

所在地：東京都千代田区一番町２３番３号日本生命一番町ビル１Ｆ

パソコンのデータ入力、テープ起こし等（２）あっせんする業務の内容：

販売する商品、役務の内容：（３）

上記（２）の業務に必要なノウハウ等を身に付けるための学習教材及び通信添削

方式による研修

＜販売する商品、役務の価額の例＞

・パソコンのデータ入力の業務関係：３９３，７５０円

・テープ起こしの業務関係： １３２，３００円

取引の概要（４）

株式会社マインは、新聞折込広告や雑誌に在宅スタッフを募集する旨の広告を掲載

し、問い合わせ等を行った消費者に対し、株式会社ソリューションパートナーズ（東

京都千代田区一番町２３番３号日本生命一番町ビル）が運営するアウトソーシング

フォーラム（ＯＳＦ）が一般企業や団体からの発注を受けて提供するパソコンのデー

タ入力、テープ起こしの業務等をあっせんするとして、業務を行うためのノウハウ等

を身に付けるための学習教材を販売するとともに、株式会社雇用開発センター（東京

） 、 。都足立区千住二丁目２２番３号 に委託して 通信添削方式による研修を行っていた

（業務停止命令の対象事業者）

①商品の売買契約・役務の提供契約 ㈱ マイン

消

②研修の実施を委託

③研修 → ④ｽｷﾙﾁｪｯｸ ⑤ｽｷﾙﾁｪｯｸに
費 ㈱雇用開発センター 合格した者

を推薦

⑥在宅スタッフとしての登録
者 ㈱ソリューションパートナーズ

（アウトソーシングフォーラム・ＯＳＦ）
⑦在宅ワークの委託
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７月１８日付け指示の概要２．

（１）事実関係

株式会社マインは、新聞折込広告や雑誌に在宅スタッフを募集する旨の広告を掲載

し、問い合わせ等を行った消費者と、学習教材の販売等の契約を締結していたが、広

告には、学習教材の購入費用等（特定負担）を全く表示せず、また、収入が得られる

ことを強調する表示をする等の行為をしていた。

しかし、実際には、在宅スタッフとして業務の委託を受けるためには、株式会社マ

インと契約を締結した後、雇用開発センターが実施するスキルチェックに合格し、株

式会社ソリューションパートナーズに対し在宅スタッフとして推薦された後、同社に

登録される必要があるが、契約を締結した者のうち在宅スタッフとして推薦された者

は、極めて少数に過ぎなかった。

（２）指示の概要

①広告関係

特定負担の金額や、あっせんする業務の提供条件に係る重要事項等を広告に記載す

べきこと、また、広告に誇大・虚偽の内容を掲載しないこと。

②契約締結関係

あっせんする業務の提供条件等を概要書面・契約書面に明記すること、収入が確実

に得られるとの断定的な判断を提供して勧誘しないこと等。

３．指示後の状況（業務停止命令の原因となる事実）

（１）株式会社マインは、かつて同社に資料を請求したことのある消費者約１万５千名に

対し、８月２１日、ＦＡＸにより広告（別紙参照）を送付した。

「在宅スタッフ登録をされた方には固定給制度を全員適用！ 「年（２）上記広告では、 」、

収最低保証」として「年額３６万円 「年額７２万円 「年額９６万円」と表示し」、 」、

ているが、実際には、収入を得るためには、同社と契約した後、スキルチェックに

合格すること等が必要であり、当該業務の提供条件、収入の根拠について適切な表

示をしていなかった。

「 」、「 。」、また、 緊急連絡 特別割引 ２５０名様だけにお届けする特別なご案内です

「２００３年新春稼働スタッフ候補 ９月度前期生＜各コース１５名＞ 「先着順」、

の限定人数のため、満員の場合はご容赦ください 」と表示して、あたかも、当該Ｆ。

ＡＸ広告を２５０名のみに送付し、受け取った者のみが特別割引を受け得る地位を

有するかのように表示し 及び早く申し込んだ各コース１５名が固定給の在宅スタッ、

フとなれると誤認させるような表示をしていた。

（３）このように、株式会社マインは、必要的表示事項（あっせんする業務の提供条件、

収入の根拠）が欠落した広告を配布し（特定商取引法第５３条第１項違反 、また誇）

大・虚偽の広告をしていること（同法第５４条違反）は、指示の際と同様であり、指

示に従っていないものと認められる。
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４．業務停止命令の内容

（１）停止することを命じた業務は、次の業務である。

①業務提供誘引販売取引について、広告をすること（広告の掲載及び掲載のための出

稿並びに広告の発出に係る行為を含む 。。）

②業務提供誘引販売取引に係る新たな契約を締結すること。

③業務提供誘引販売取引に係る新たな契約の締結のための勧誘をすること。

（２）業務停止命令の期間は、平成１４年１０月１５日から１１月１４日まで（１ヶ月）

である。




